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（目　的）
第１条　　この規程は、会社の文書の取扱い管理等の基本を定め、業務の正確化、効率化を図ることを目的とする。

（定　義）
第２条　　この規程において文書（電子的方法を用いて作成されるものを含む。）とは、社内外に受発信する文書、社規、稟議書、契約書、報告書、記録文書、各種伝票類（請求書、領収書等）、名簿、台帳、法律に基づき作成する文書等業務上の文書であって、一定期間の保管・保存を必要とするものをいう。
　　　　[一定期間の保管・保存を必要としないものの例]
　　　　　電子メール、開催案内、挨拶状、備忘録的メモ等

（適用除外）
第３条　　前条の文書のうち、別に定められた社規がある場合は、その社規による。

（文書処理の原則）
第４条　　重要又は複雑な業務処理は、文書をもって行うことを原則とする。

（文書責任者）
第５条　　文書の責任者は、課長職及びそれに準ずる職位以上の役職者とする。

（文書の要件）
第６条　　文書は、原則として、次の要件を備えるものとする。
　　　　　1.　会社所定の書式があるものは、それを使用する。
　　　　　2.　１文書１件とする。
　　　　　3.　名称（又は件名）、作成年月日（又は発信年月日）
　　　　　4.　１号に定める会社所定の書式には責任者名を表示する。

（文書の取扱い）
第７条①　文書は、原則として、社内外に公表してはならない。ただし、当該文書が公表を前提とするものは、この限りではない。
　　　②　文書責任者又は受信者は、文書の内容により必要に応じて「関係者限り」「部外秘」「社外秘」「複写禁止」「CONFIDENTIAL」等を記し、当該文書を取扱う者の注意を喚起しなければならない。
　　　③　前項の文書の発信に当たっては、必要に応じて封筒に「親展」と記し、厳封する。

（正、控、写の区分）
第８条①　文書を作成する場合は、原則として、正、控、写の３種とし、次により区分する。
　　　　　1.　「正」　当該文書の目的遂行に関し効力を持つもので、責任者の捺印を要する。
　　　　　2.　「控」　当該文書の責任者（又は発信者）が証拠又は参考として保管するもので、「控」と表示する。
　　　　　3､　「写」　連絡的効力を持つに止まり、当該文書内容に間接的に関係する部門の責任者に発信するもので、別に定めあるものを除き、「写」と表示する。
　　　②　前項の第2号及び第3号については、第1号と明確に区分できる場合には表示を省略できる。

（文書の責任者の署名・記名捺印）
第９条　　文書の責任者及び署名・記名捺印は、次による。
　　　①　社外文書
　　　　　1.　会社の代表取締役名をもってする契約書、委任状、官公庁に対する許可申請書、その他重要文書等は、代表取締役が署名するか、若しくは代表取締役実印又は代表取締役役職印を捺印する。
　　　　　　　ただし、その権限が、代表取締役以外に委譲されている場合は、その者の役職氏名を用いることができ、その役職者が署名するか、若しくはそれぞれの社用印章を捺印する。
　　　　　2.　前号の代表取締役の署名若しくは代表取締役実印又は代表取締役役職印の捺印手続きについては、社用印章取扱規程の定めるところによる。
　　　　　3.　その他の文書は、事案に応じてそれぞれの役職氏名を用い、その役職者が署名するか、若しくは社用印章又は、個人の認印を捺印する。
　　　②　社内文書
　　　　　事案に応じてそれぞれの役職名を用い、原則として個人の日付印を捺印する。

（社外文書発信の要件）
第10条　　社外文書の発信に当たっては、「控」をとらなければならない。

（文書の整理及び保管・保存）
第11条　　文書は、課又は室（課制のないところは部あるいは室）毎に整理し、的確に保管・保存する。

（文書の受理、配布及び発送担当部署）
第12条　　文書担当部署は、文書の受理、配布及び社外への文書の発送業務を取扱う。　

（規程の管理）
第13条　　この規程の管理は、総務部長が行う。


付　　則

①　この規程は、２０１５年　９月　１日から施行する
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